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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＱＰＳＫ変調を用いた水中通信方式であって、送信側では、送信データフレームのＱＰ
ＳＫ信号の先頭には、同相成分と直交成分のそれぞれに同一の同期シンボル系列を付加し
て送信し、受信側では、複数の受信チャンネルを具備しており、各チャンネルにおいて、
受信信号を直交検波し、前記直交検波後の同相成分と前記同期シンボルとの自己相関関数
ｆと、前記直交検波後の直交成分と前記同期シンボルとの自己相関関数ｇとを求め、前記
自己相関関数ｆの２乗と前記自己相関関数ｇの２乗とを加算して得られる時間関数ｓのピ
ーク値Ｐを検出し、前記複数の受信チャネルのうち、前記ピーク値Ｐが最も大きいチャン
ネルの時間関数ｓを抽出し、抽出された前記時間関数ｓの前記ピーク値Ｐの位置を同期点
として検出し、前記同期点を、前記ピーク値Ｐが最も大きいチャネルで受信した前記送信
データフレームの先頭としてフレーム同期をとることを特徴とする水中通信方式。
【請求項２】
　ＱＰＳＫ変調を用いた水中通信方式であって、送信側では、送信データフレームのＱＰ
ＳＫ信号の先頭には、同相成分と直交成分のそれぞれに同一の同期シンボル系列を付加し
て送信し、受信側では、複数の受信チャンネルを具備しており、各チャンネルにおいて、
受信信号を直交検波し、前記直交検波後の同相成分と前記同期シンボルとの自己相関関数
ｆと、前記直交検波後の直交成分と前記同期シンボルとの自己相関関数ｇとを求め、前記
自己相関関数ｆの２乗と前記自己相関関数ｇの２乗とを加算して得られる時間関数ｓのピ
ーク値Ｐと、前記ピーク値Ｐの時間を含む一定時間範囲内における前記時間関数ｓの平均
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値Ｍとの比Ｐ／Ｍを各チャンネルについて求め、前記複数の受信チャネルのうち、前記比
Ｐ／Ｍの値が最も大きいチャンネルにおける前記時間関数ｓを抽出し、抽出された前記時
間関数ｓの前記ピーク値Ｐの位置を同期点として検出し、前記同期点を、前記ピーク値Ｐ
が最も大きいチャネルで受信した前記送信データフレームの先頭としてフレーム同期をと
ることを特徴とする水中通信方式。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の水中通信方式において、前記同期シンボルは、バーカー
符号又はＭ系列符号であることを特徴とする水中通信方式。  
【請求項４】
　請求項１乃至３に記載の水中通信方式において、連続する２つの前記送信データフレー
ムにおける前記同期点の時間間隔と、前記送信データフレームの送信間隔との差の絶対値
が、予め定められた値より大きい場合に、該当のデータフレームについて送信側に再送要
求することを特徴とする水中通信方式。  
【請求項５】
　請求項１乃至３に記載の水中通信方式において、連続する２つの前記送信データフレー
ムにおける前記同期点の時間間隔と、前記送信データフレームの送信間隔との差の絶対値
が、予め定められた値より大きい場合に、一つ目の前記送信データフレームの同期点と前
記送信間隔から、二つ目の前記送信データフレームの同期点を決定してフレーム同期をと
ることを特徴とする水中通信方式。  
【請求項６】
　請求項１乃至３に記載の水中通信方式において、マルチチャンネルの適応等化器を備え
ることを特徴とする水中通信方式。  
【請求項７】
　請求項６に記載の水中通信方式において、前記マルチチャンネルの適応等化器は判定帰
還形適応等化器であることを特徴とする水中通信方式。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波を伝送媒体とした水中通信方式に関し、特に浅海域における多重反射等
の影響に対して、安定した通信を行うことが可能な水中通信方式及び水中通信システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、海水中でのデジタルデータ通信では、超音波を伝送媒体とした通信システムが用
いられている。海中では、送信側から受信側に直接到来する直接波の他に、海面や海底等
に反射して到来する遅延波が存在する。特に浅海域では、音波の距離減衰も小さいため、
大きなパワーを有する多数の遅延波が生じ、データの伝送エラーを生じさせる大きな原因
となる。以下、従来技術の水中通信システムについて、図９～図１１を用いて説明する。
【０００３】
　図９は、従来技術における水中局と水上局からなる水中通信システムでの超音波の伝搬
を説明する図、図１０は、従来技術における水中通信システムでの実験用送波音圧の振幅
スペクトル例を示す図、図１１は、従来技術における水中通信システムでの受信音圧の振
幅スペクトル例を示す図である。
【０００４】
　図９において、水中局７０で収集された海底地形データや物体探知データは、超音波の
周波数帯域の変調信号に変換され、水中局７０に備えられた送波器７１から送信されて、
水上局８０の受波器８１で受信される。受信された信号は水上局８０でデジタル処理され
、無線アンテナ８２を介して、別の水上局や陸上の基地局に伝送される。受波器８１で受
信される超音波には、実線のパスＲｄに沿って、受波器８１に直接到来する直接波の他、
破線のパスＲｓのように海面１で反射して到来する遅延波、一点鎖線のパスＲｂ１のよう
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に海底１で反射して到来する遅延波、二点鎖線のパスＲｂ２のように海底２と海面１で反
射して到来する遅延波等、多数の遅延波が存在する。これら遅延波は直接波に重畳して、
受信信号の振幅や位相を変化させる、いわゆるマルチパス・フェージング環境を作り出す
ため、データの伝送エラーを生じさせる原因となる。
【０００５】
　マルチパスの特性を表す例として、深さ５ｍの無響水槽内において実測したマルチパス
・フェージング特性の計測例について説明する。実験では、深さ４ｍの位置に無指向性の
送波用ハイドロホンを設置し、送波用ハイドロホンから水平距離６．６ｍ隔てた位置に、
無指向性の受波用ハイドロホンを設置した。図１０は、送波用ハイドロホンから放射され
たパルス音波の音圧振幅スペクトルであり、図１１（ａ）～図１１（e）は、深さ６６ｃ
ｍの位置から４３ｍｍ間隔で計測した、受波用ハイドロホンにおける受信信号の音圧振幅
スペクトルである。図１０、図１１（ａ）～図１１（e）から明らかなように、マルチパ
スの影響によって、受信位置では多数の不感領域（ヌル領域）が発生し、その発生状況も
受信位置によって大きく変化することがわかる。このようなマルチパス・フェージング環
境下においても安定した水中通信を可能とする技術の一例として、特許文献１に記載の「
多重超音波による水中超音波伝送装置及び超音波伝送方法」が知られている。特許文献１
に記載の技術では、海面反射に起因して発生する不感領域（ヌル領域）を、異なる周波数
の搬送波を用いて補間することにより、データ受信の確実性を向上させる。
【０００６】
　また、別の例として、特許文献２に記載の「水中通信方式」が知られている。特許文献
２に記載の技術は、スタートパルス、データパルス、エンドパルスで構成された受信信号
のＦＳＫ(Frequency Shift Keying)変調波を周波数分析し、この変調波の周波数帯域内に
スタートパルスが存在しているかどうかを検出して、スタートパルスの存在が確認される
と、検出した信号の時間的に分離した周波数分析結果を用いて、コード判定を行う。
【０００７】
　一方、装置構成の複雑さを避け、通信の安定性をより向上させるためのデータフレーム
同期方式が非特許文献１に記載されている。非特許文献１に記載の技術では、変調方式と
してＱＰＳＫ(Quadrature Phase Shift Keying)変調に特化しており、送受信データを全
てデジタルで扱い、送信データフレームのＱＰＳＫ信号の先頭には、その同相成分と直交
成分のそれぞれに、同期シンボルとしてバーカー符号が付加される。受信側では、直交検
波後の複素受信信号の絶対値を求めることによって搬送波の位相誤差を除去し、その後バ
ーカー符号の自己相関を利用して、同期点を検出している。これによって、位相同期ルー
プやデジタル位相同期ループを必要とせず、装置構成の簡略化も図れるとしている。
【０００８】
【特許文献１】特開平９－５５７０７号公報
【０００９】
【特許文献２】特開２００４－１５７６２号公報
【非特許文献１】Y.Choi,J.W.Park,S.M.Kim,Y.K.Lim, "Phase Coherent All-Digital Tra
nsmitter and Receiver for Underwater Acoustic Communication Systems", System The
ory 2003, Proc. of the 35th Southeastern Symposium on, pp.79～83(2003)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図９～図１１を用いて説明したように、特に浅海域では、音波の音速が遅いことと波長
が短いことから、激しいマルチパス・フェージング環境が形成される。このフェージング
による音響伝搬路の周波数選択性は非常に細かく細分化され、多くの不感領域が形成され
る。また、不感領域の変化は水上局と水中局の位置関係に大きく依存する。このため、水
中局や水上局が動揺したり移動したりすると、搬送波周波数が不感領域に含まれるような
状態が頻繁に発生し、上述したような従来技術では、データを取得する以前に同期が取れ
ず、通信の安定性を損なう可能性があった。
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【００１１】
　また、非特許文献１に記載されているフレーム同期方式では、位相同期ループやデジタ
ル位相同期ループを必要とせず、簡略な構成となっているものの、マッチドフィルタ処理
の段階において、バーカー符号の２乗値による自己相関を利用しているため、バーカー符
号本来の鋭い自己相関関数特性が活かされておらず、マルチパス・フェージング特性の変
化に十分対応できない可能性があった。
【００１２】
　本発明の目的は、浅海域等におけるマルチパス・フェージング環境においても、安定し
た同期を実現し、安定して通信が可能な水中通信方式及び水中通信システムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の水中通信方式は、ＱＰＳＫ変調を用いた水中通信方式であって、送信側では、
ＱＰＳＫ送信データフレームの先頭の、ＱＰＳＫ信号の同相成分と直交成分のそれぞれに
同一の同期シンボルを付加して送信し、受信側では、受信信号を直交検波し、直交検波後
の同相成分と同期シンボルとの自己相関関数ｆと、直交検波後の直交成分と同期シンボル
との自己相関関数ｇとを求め、自己相関関数ｆの２乗と自己相関関数ｇの２乗とを加算し
て得られる時間関数ｓのピーク値Ｐの位置を同期点として検出して、フレーム同期をとる
。同期シンボルとしては、バーカー符号又はＭ系列符号を用いる。
【００１４】
　本発明の水中通信方式は、受信側では複数の受信チャンネルを具備しており、各チャン
ネルにおいてピーク値Ｐを検出し、各チャンネルのピーク値Ｐが最も大きいチャンネルに
おける時間関数ｓのピーク値Ｐの位置を同期点として検出して、又は、時間関数ｓのピー
ク値Ｐと、ピーク値Ｐの時間を含む一定時間範囲内における時間関数ｓの平均値Ｍとの比
Ｐ／Ｍを各チャンネルについて求め、比Ｐ／Ｍの値が最も大きいチャンネルにおける時間
関数ｓのピーク値Ｐの位置を同期点として検出して、同期点で全チャンネルのフレーム同
期をとる。
【００１５】
　本発明の水中通信方式は、連続する２つの送信データフレームにおける同期点の時間間
隔と、送信データフレームの送信間隔との差の絶対値が、予め定められた値より大きい場
合に、該当のデータフレームについて送信側に再送要求する、又は、一つ目の送信データ
フレームの同期点と送信データフレームの送信間隔から、二つ目の送信データフレームの
同期点を決定してフレーム同期をとる。
【００１６】
　本発明の水中通信方式は、適応等化器を備え、適応等化器は１チャンネル又はマルチチ
ャンネルの判定帰還形適応等化器とする。
【００１７】
　以上のような方式によって、浅海域等における激しいマルチパス環境化においても、確
実な同期が可能となり、安定した通信が可能となる。
【発明の効果】
【００１８】
　位相同期ループやデジタル位相同期ループを用いることなく、マルチパス・フェージン
グ環境でも、簡単な構成の同期方式により、安定した同期を実現し、安定した通信が可能
な水中通信方式及び水中通信システムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施例では、浅海域における激しいマルチパス・フェージング環境下でも、確
実なフレーム同期方式を提供するという目的を、位相同期ループやデジタル位相同期ルー
プを用いない簡単な構成により実現する。また、受波器のアレイ化に伴い、さらなる通信
の安定化、特により確実なフレーム同期が可能な水中通信方式を実現する。以下、本発明
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の実施例を図面を用いて詳細に説明する。
（実施例１）
　図１は、本発明の水中通信方式の実施例における受信側での信号処理を説明するブロッ
ク図である。
【００２０】
　本発明の実施例による水中通信では、データ通信におけるデジタル変調方式としてＱＰ
ＳＫ変調を用いる。図１において、図示しない受波器で受信した変調信号は、図示しない
プリアンプ、ＡＧＣ回路、Ａ／Ｄ変換器を経て、全てデジタル信号で処理される。デジタ
ル信号に変換された受信信号は、１データフレーム長さ毎に相関演算部１０に入力される
。相関演算部１０は、バンドパスフィルタ（ＢＰＦ）１１、直交検波部１２の出力（同相
成分）１３Ａが入力されるマッチドフィルタ１４Ａ、直交検波部１２の出力１３Ｂ（直交
成分）が入力されるマッチドフィルタ１４Ｂ、マッチドフィルタ１４Ａの出力（同相成分
の自己相関結果）１６Ａが入力されその２乗値を求める２乗計算部１５Ａ、マッチドフィ
ルタ１４Ｂの出力（直交成分の自己相関結果）１６Ｂが入力されその２乗値を求める２乗
計算部１５Ｂ、２乗計算部１５Ａの出力と２乗計算部１５Ｂの出力との加算値を出力する
加算器を含む。
【００２１】
　加算器の出力、即ち、相関演算部１０の出力（相関性を示す時間関数）１７は、同期点
検出部２０に入力される。同期点検出部２０では、検出されたピーク値を参照して同期点
を求め、この同期点をもとに制御信号３０を介してスイッチ４０をＯＮの状態にし、予め
定められたデータシンボル系列長の時間を経ると制御信号３０を介してスイッチ４０をＯ
ＦＦの状態にする。スイッチ４０がＯＮの状態になると、受信信号はＱＰＳＫ復調部５０
へ伝送され、ＱＰＳＫシンボルデータが出力される。次に、相関演算部１０の動作につい
て説明する。
【００２２】
　図２は、本発明の実施例におけるデータフレームの構成を説明する図である。
【００２３】
　図２に示すように、送信側において形成されるデータフレーム１００の構成は、データ
フレームの先頭に位置する同期シンボル系列１０１と、ＱＰＳＫシンボルデータ系列１０
２とからなる。同期シンボル系列１０１は、ＱＰＳＫ信号の同相成分Ｉと直交成分Ｑのそ
れぞれに、同じ同期シンボルを割り当てて作られている。このようなデータフレーム１０
０が、送波器から送信され、音響伝搬路を経て受信され、更にデジタル化された後、相関
演算部１０に入力される。相関演算部１０に入力された受信信号は、まずバンドパスフィ
ルタ１１で帯域制限され、直交検波部１２に送られる。直交検波時における搬送波の位相
誤差をφとすると、直交検波部１２から復調される同相成分１３ＡはＩｃｏｓφとなり、
直交検波部１２から復調される直交成分１３ＢはＱsinφとなる。ここでデータフレーム
１００の同相成分Ｉと直交成分Ｑは等しいので、Ｉ＝Ｑである。
【００２４】
　次に、同相成分１３Ａと直交成分１３Ｂはマッチドフィルタ１４Ａ、１４Ｂにそれぞれ
伝送され、データフレーム１００で付加された同期シンボル系列１０１と自己相関演算が
行われる。位相誤差のない場合の自己相関演算の結果を同相成分についてＩ’、直交成分
についてＱ’と書くと、位相誤差φがある場合には、自己相関演算の結果にも搬送波との
位相誤差φが含まれており、同相成分の自己相関結果１６ＡはＩ’ｃｏｓφ、直交成分の
自己相関結果１６ＢはＱ’ｓｉｎφとなる。このままでは同期点の検出が困難であるが、
Ｉ’＝Ｑ’であることから、２乗計算部１５Ａ、１５Ｂにおいて、自己相関結果１６Ａ、
１６Ｂをそれぞれ２乗しその結果を加算することで、（Ｉ’ｃｏｓφ）２＋（Ｑ’ｓｉｎ
φ）２＝（Ｉ’ｃｏｓφ）２＋（Ｉ’ｓｉｎφ）２＝（Ｉ’）２となり、同期点で高い相
関性を示す時間関数１７が得られる。
【００２５】
　同期点検出部２０では、時間関数１７のピーク値Ｐを検出し、ピーク値Ｐの位置を同期
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点として、ＱＰＳＫ復調部５０への入力がＱＰＳＫシンボルデータ系列１０２の先頭から
になるように、スイッチ４０をＯＮの状態にする。なお、確実な同期には、符号サイドロ
ーブの小さな同期シンボル系列が望ましいので、同期シンボル系列１０１としては、バー
カー符号やＭ系列符号を適用するのが好ましい。また、量子化誤差によって、同期点検出
部２０において求めた同期点においても搬送波の残留位相誤差が残る可能性があるため、
ＱＰＳＫ復調部５０の出力結果は図示しない適応等化器によって更に処理されることが望
ましい。なお、適応等化器は、等化精度のよい判定帰還形適応等化器とするのが望ましい
。以上のような構成によって、位相同期ループやデジタル位相同期ループを必要としない
簡単な構成で、且つ確実なフレーム同期をとることができ、安定した通信を行うことがで
きる。
（実施例２）
　図３は、本発明の水中通信方式の他の実施例における受信側での信号処理を説明するブ
ロック図である。
【００２６】
　図３において、図示しない受波器はアレイとなっており、異なるアレイ開口部から、Ｎ
チャンネル（Ｎは２以上の自然数）の受信信号が得られている。各チャンネルの受信信号
は、１データフレーム長さ毎に各チャンネルに設けられた相関演算部１０でそれぞれ処理
され、各相関演算部１０の出力は、同期点検出部２１に入力される。同期点検出部２１で
は、各相関演算部１０からの情報に基づいて同期点が求められ、制御信号３１を介して、
各チャンネルに設けられたスイッチ４０を全て同時にＯＮ、ＯＦＦ制御する。スイッチ４
０によって通過した各チャンネルの受信信号は、各チャンネルに設けられたＱＰＳＫ復調
部５０によって復調され、Ｎチャンネルの入力端を有するマルチチャンネル適応等化器６
０へ伝送され、マルチチャンネル適応等化器６０によって、搬送波の残留位相誤差やマル
チパス音響伝搬路のフェージング特性が補償され、誤りのない正しいＱＰＳＫシンボルデ
ータが出力される。なお、マルチチャンネル適応等化器は、等化精度のよいマルチチャン
ネル判定帰還形適応等化器が望ましい。次に、同期点検出部２１の同期点決定方法を図４
、図５を用いて説明する。
【００２７】
　図４は、本発明の他の実施例における同期点検出部の同期点決定方法を示すフローチャ
ート図である。
【００２８】
　図３に示す同期点検出部２１には、各チャンネルに設けられた相関演算部１０によって
得られる時間関数ｓ１～ｓＮが送られてくる。同期点検出部２１では、まず時間関数ｓ１

～ｓＮのそれぞれについてピーク値Ｐ１～ＰＮを求める。Ｐ１＝ｍａｘ｛ｓ１｝～ＰＮ＝
ｍａｘ｛ｓＮ｝である。次に、ピーク値Ｐ１～ＰＮの中から最も大きいピーク値ＰＫ１＝
ｍａｘ｛ＰＫ：ｋ＝１～Ｎ｝を求め、そのピーク値ＰＫ１をとるチャンネルＫ１の時間関
数ｓＫ１を抽出する。次に、時間関数ｓＫ１のピーク値ＰＫ１の位置を同期点ｓｎ

Ｋ１＝
ａｒｇｍａｘ｛ｓＫ１｝として求める。送信間隔Ｌの送信データフレームが連続して送ら
れており、２番目以降のデータフレームを受信している場合には、直前のデータフレーム
の同期点ｓｎ－１

Ｋ１と、今求めた同期点ｓｎ
Ｋ１との時間間隔ΔＴ１＝ｓｎ

Ｋ１－ｓｎ

－１
Ｋ１を求め、送信間隔Ｌと比較する。時間間隔ΔＴ１と送信間隔Ｌとの差の絶対値│

Ｌ－ΔＴ１│が、予め定められた値Ｘ１以内にある時、即ち、│Ｌ－ΔＴ１│≦Ｘ１であ
る時は同期点ｓｎ

Ｋ１を採用し、│Ｌ－ΔＴ１│≦Ｘ１でない時は、Ｌ＋ｓｎ－１
Ｋ１を

同期点として採用する。また、│Ｌ－ΔＴ１│≦Ｘ１でない時は、ｓｎ
Ｋ１＝Ｌ＋ｓｎ－

１
Ｋ１を同期点として採用するか、図示しない再送要求処理部へ再送処理開始の信号を送

る。なお、予め定められた値Ｘ１は、シンボルレートＴと、マルチチャンネル適応等化器
６０で等化の対象とされるシンボル数Ｊとの積Ｔ・Ｊ以下の値とすればよい。このような
方式で同期点を求めることによって、時間的、空間的に激しく変化する浅海域マルチパス
・フェージング環境下においても、正しくフレーム同期がとれる確率が向上し、安定した
水中通信が可能となる。
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【００２９】
　図５は、本発明の他の実施例における同期点検出部の他の同期点決定方法を示すフロー
チャート図である。
【００３０】
　図３に示す同期点検出部２１には、各チャンネルに設けられた相関演算部１０によって
得られる時間関数ｓ１～ｓＮが送られてくる。同期点検出部２１では、まず、各チャンネ
ルの時間関数ｓ１～ｓＮ毎のピーク値Ｐ１～ＰＮをそれぞれ抽出する。Ｐ１＝ｍａｘ｛ｓ

１｝～ＰＮ＝ｍａｘ｛ｓＮ｝である。次に、ピーク値Ｐ１～ＰＮの位置を含む、予め定め
られた範囲の時間関数ｓ１～ｓＮの平均値Ｍ１～ＭＮの値を、各チャンネルについてそれ
ぞれ計算する。Ｍ１＝ｍｅａｎ｛ｓ１｝～ＭＮ＝ｍｅａｎ｛ｓＮ｝である。求めたピーク
値Ｐ１～ＰＮ及び平均値Ｍ１～ＭＮを用い、各チャンネルについて、これらの比Ｐ１／Ｍ

１～ＰＮ／ＭＮを求め、比Ｐ１／Ｍ１～ＰＮ／ＭＮの中から最も大きい比ＰＫ２／ＭＫ２

＝ｍａｘ｛ＰＫ／ＭＫ：ｋ＝１～Ｎ｝をとるチャンネルＫ２の時間関数ｓＫ２を抽出して
、時間関数ｓＫ２のピーク値ＰＫ２の位置を同期点ｓｎ

Ｋ２＝ａｒｇｍａｘ｛ｓＫ２｝と
して求める。送信間隔Ｌの送信データフレームが連続して送られており、２番目以降のデ
ータフレームを受信している場合には、直前のデータフレームの同期点ｓｎ－１

２Ｋと、
今求めた同期点ｓｎ

Ｋ２との時間間隔ΔＴ２＝ｓｎ
Ｋ２－ｓｎ－１

Ｋ２を求め、送信間隔
Ｌと比較する。時間間隔ΔＴ２と送信間隔Ｌとの差の絶対値│Ｌ－ΔＴ２│が、予め定め
られた値Ｘ２以内にある時、即ち、│Ｌ－ΔＴ２│≦Ｘ２である時は同期点ｓｎ

Ｋ２を採
用する。また、│Ｌ－ΔＴ２│≦Ｘ２でない時は、ｓｎ

Ｋ２＝Ｌ＋ｓｎ－１
Ｋ２を同期点

として採用するか、図示しない再送要求処理部へ再送処理開始の信号を送る。なお、同期
シンボル系列１０１には、バーカー符号やＭ系列符号を適用する。また、予め定められた
範囲Ｘ２は、同期シンボル系列１０１のシンボル長をＬｓとして、ピーク値Ｐ１～ＰＮの
各位値を中心に±Ｌｓ以上の範囲をとればよく、予め定められた値Ｘ２は、シンボルレー
トＴと、マルチチャンネル適応等化器６０で等化の対象とされるシンボル数Ｊとの積Ｔ・
Ｊ以下の値とすればよい。以下、図５のフローチャートに基づく同期決定方式について、
水深５ｍの無響水槽内で行った実験結果を、図６～図８を用いて説明する。
【００３１】
　図６は、本発明の実施例における実験用データフレームの構成を示す図であり、無響水
槽内の水深４ｍの位置に置かれた、無指向性の送波用ハイドロホンから送信した、実験用
データフレームの構成図である。
【００３２】
　図６に示すように、実験用データフレーム１１０は、２つの連続したデータフレーム１
１１を含むように構成した。データフレーム１１１は、図２に示したデータフレーム１０
０と同じ構成となっており、１３シンボル長の１３ビットバーカー符号系列１１２と、１
１５４シンボル長のデータシンボル系列１１３とから構成されており、連続するデータフ
レーム１１１の間には、３シンボル長のポーズを設けた。なお、搬送波の周波数は７０ｋ
Ｈｚ、シンボルレートは３００００ボーとした。
【００３３】
　実験用データフレーム１１０を受信するための受波器は、５つの無指向性のハイドロホ
ンからなる、ＣＨ１～ＣＨ５までの５チャンネルの垂直アレイとし、各チャンネル間の間
隔は搬送波の２波長分４３ｍｍとした。更に、垂直アレイをそのアレイ中心が水深７５ｃ
ｍ、送波用ハイドロホンとの水平距離５．８ｍの位置に垂直に配置した。
【００３４】
　図７は、本発明の実施例の相関演算部により得られる時間関数の実験結果を示す特性図
であり、垂直アレイの各チャンネル（水深の浅い方からＣＨ１～ＣＨ５とする）の受信信
号波形を相関演算部１０でそれぞれ処理することによって得た時間関数ｓＣＨ１～ｓＣＨ

５を示す。
【００３５】
　図８は、本発明の実施例における同期点比較の実験結果を示す特性表を示す図であり、
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２番目に送信されたデータフレーム１１１に着目して、比Ｐ１／Ｍ１～Ｐ５／Ｍ５を時間
関数ｓＣＨ１～ｓＣＨ５から計算した同期点比較結果である。なお、予め定められた範囲
Ｘ２は±１００シンボル長とした。
【００３６】
　受信チャンネル数が１つの場合、特に水面からのマルチパス成分によって搬送波成分が
干渉し、不感領域に入ってしまうと、時間関数ｓＣＨ３のような演算結果が得られる可能
性が出てくる。この場合、時間関数ｓＣＨ３のピーク値における時間を同期点としてしま
うと、ピーク値を取る位置は同期シンボル系列側ではなくデータシンボル系列側にあり、
同期が取れなくなってしまう。一方、水中における７０ｋＨｚの搬送波の波長は約２１．
５ｍｍであり、非常に短いので、受信位置を少しずらすことによって不感領域を避けるこ
とができるので、複数の受信アレイの使用により、確実に同期がとれる。
【００３７】
　また、時間関数ｓＣＨ１～ｓＣＨ５のピーク値のみの比較では、ＣＨ１とＣＨ３でほと
んど変わらないものの、図８に示す、比Ｐ１／Ｍ１～Ｐ５／Ｍ５で比較することによって
、符号サイドローブが小さく、鋭い自己相関関数を有するバーカー符号の特徴も利用でき
、同期を取る基準とすべきチャンネルの決定が確実になされる。
【００３８】
　このように、マルチパス環境下においても、本同期点検出方式によって確実なフレーム
同期が可能となることが実験的に確認された。
【００３９】
　以上のような構成により同期点を求めることによって、搬送波が不感領域に入ってしま
う可能性を排除し、バーカー符号やＭ系列符号の自己相関関数の相関値だけでなく、低い
符号サイドローブを有するという特徴も利用して同期点を求められる。従って、時間的、
空間的に激しく変化する浅海域マルチパス・フェージング環境下においても、正しくフレ
ーム同期がとれる確率が向上し、適応等化器によって搬送波の残留位相誤差も排除される
ため、安定した水中通信が可能となる。
【００４０】
　ＱＰＳＫ変調を用いた本発明水中通信システムを纏めると次の通りである。
【００４１】
　本発明の水中通信システムでは、送信側では、ＱＰＳＫ送信データフレームの先頭の、
ＱＰＳＫ信号の同相成分と直交成分のそれぞれに同一の同期シンボルを付加して送信し、
受信側では、受信信号を直交検波し、直交検波後の同相成分と同期シンボルとの自己相関
関数ｆと、直交検波後の直交成分と同期シンボルとの自己相関関数ｇとを求め、自己相関
関数ｆの２乗と自己相関関数ｇの２乗とを加算して得られる時間関数ｓのピーク値Ｐの位
置を同期点として検出して、フレーム同期をとる。同期シンボルには、バーカー符号又は
Ｍ系列符号を用いる。
【００４２】
　本発明の水中通信システムでは、受信側に複数の受信チャンネルを具備しており、各チ
ャンネルにおいてピーク値Ｐを検出し、各チャンネルのピーク値Ｐが最も大きいチャンネ
ルにおける時間関数ｓのピーク値Ｐの位置を同期点として検出して、又は、時間関数ｓの
ピーク値Ｐと、ピーク値Ｐの時間を含む一定時間範囲内における時間関数ｓの平均値Ｍと
の比Ｐ／Ｍを各チャンネルについて求め、比Ｐ／Ｍの値が最も大きいチャンネルにおける
時間関数ｓのピーク値Ｐの位置を同期点として検出して、同期点で全チャンネルのフレー
ム同期をとる。
【００４３】
　本発明の水中通信システムでは、連続する２つの送信データフレームにおける同期点の
時間間隔と、送信データフレームの送信間隔との差の絶対値が、予め定められた値より大
きい場合に、該当のデータフレームについて送信側に再送要求する、又は、一つ目の送信
データフレームの同期点と送信データフレーム長から、二つ目の送信データフレームの同
期点を決定してフレーム同期をとる。
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【００４４】
　本発明の水中通信システムでは、受信側に適応等化器を備え、適応等化器は１チャンネ
ル又はマルチチャンネルの判定帰還形適応等化器としている。
【００４５】
　本発明の水中通信システムの代表的な効果は次の通りである。（１）位相同期ループや
デジタル位相同期ループを必要としない簡単な構成で、同期シンボルの鋭い自己相関特性
による確実な同期が可能となり、安定した通信を行なうことが可能となる。（２）激しく
変化するマルチパス・フェージング環境化においても、正しい同期点が得られる確率が向
上し、正確なデータの送受信が可能となる。（３）搬送波の残留位相誤差の影響を適応的
に精度よく除去できるので、安定して正確な水中通信が可能となる。
【００４６】
　本発明の水中通信システムの構成の特徴は以下の通りである。
【００４７】
　（１）デジタル変調方式としてＱＰＳＫ変調を用いる水中通信システムであって、受波
器、前記受波器で受信された変調信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器、及び、前
記デジタル信号が１データフレーム長さ毎に入力される相関演算部を含む複数の受信チャ
ンネルと、前記各チャンネルの前記相関演算部の出力信号が入力される同期点検出部と、
前記チャンネルのそれぞれに対応して設けられ前記チャンネルのそれぞれの前記Ａ／Ｄ変
換器の出力信号が入力されるスイッチ手段と、前記スイッチ手段のそれぞれに接続される
ＱＰＳＫ復調部と、前記各ＱＰＳＫ復調部の出力信号が入力されＱＰＳＫシンボルデータ
が出力されるマルチチャンネル適応等化器とを有し、前記同期点検出部において前記各相
関演算部の出力信号に基づいて同期点が求められ、前記同期点検出部からの制御信号を介
して、前記各チャンネルの前記スイッチ手段全てが同時にＯＮ、ＯＦＦ制御され、前記各
スイッチ手段を通過した前記各チャンネルの受信信号は、前記各チャンネルの前記ＱＰＳ
Ｋ復調部により復調され、前記マルチチャンネル適応等化器へ伝送され、前記マルチチャ
ンネル適応等化器により、搬送波の残留位相誤差やマルチパス音響伝搬路のフェージング
特性が補償され、ＱＰＳＫシンボルデータが出力され、前記相関演算部のそれぞれは、前
記相関演算部１０に入力される受信信号を帯域制限するバンドパスフィルタと、前記バン
ドパスフィルタの出力信号を直交検波し、同相成分及び直交成分を出力する直交検波部と
、前記同相成分が入力され前記同相成分の自己相関結果を出力する第１のマッチドフィル
タと、前記直交成分が入力され前記直交成分の自己相関結果を出力する第２のマッチドフ
ィルタと、前記第１のマッチドフィルタの出力の２乗値を求める第１の２乗計算部と、前
記第２のマッチドフィルタの出力の２乗値を求める第２の２乗計算部と、前記第１の２乗
計算部の出力信と前記第２の２乗計算部の出力信との加算値を出力する加算器を含み、前
記加算器の出力を前記相関演算部のそれぞれ出力信号とすることを特徴とする水中通信シ
ステム。
【００４８】
　ＱＰＳＫ変調を用いた水中通信システムの送信側では、ＱＰＳＫ送信データフレームの
先頭の、ＱＰＳＫ信号の同相成分と直交成分のそれぞれに同一の同期シンボルを付加して
送信する。ＱＰＳＫ変調を用いた水中通信システムの受信側では、受信信号を直交検波し
、前記直交検波後の同相成分と前記同期シンボルとの自己相関関数ｆと、前記直交検波後
の直交成分と前記同期シンボルとの自己相関関数ｇとを求め、前記自己相関関数ｆの２乗
と前記自己相関関数ｇの２乗とを加算して得られる時間関数ｓのピーク値Ｐの位置を同期
点として検出して、フレーム同期をとる。
【００４９】
　前記同期点検出部には、前記各チャンネルの相関演算部１０の出力信号であり、相関性
を示す時間関数が送られ、同期点検出部では、前記各チャンネル毎の前記時間関数のピー
ク値が抽出され、前記ピーク値の位置を含む予め定められた範囲の時間関数の平均値の値
が、前記各チャンネルについてそれぞれ計算され、求められた前記ピーク値及び前記平均
値を用いて、前記各チャンネルについて、前記平均値に対する前記ピーク値の比が求めら
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れ、前記比が最大である前記チャンネルの前記時間関数を抽出して、前記比が最大である
前記チャンネルの前記時間関数の前記ピーク値の位置を同期点ｓｎ

Ｋ２として求める。送
信間隔Ｌの送信データフレームが連続して送られており、２番目以降のデータフレームを
受信している場合には、直前のデータフレームの前記同期点ｓｎ－１

Ｋ２と、今回求めた
前記同期点ｓｎ

Ｋ２との時間間隔ΔＴ２が求められ、前記時間間隔ΔＴ２が前記送信間隔
Ｌと比較され、│Ｌ－ΔＴ２│≦Ｘ２（Ｘ２：予め定められた値）である時は、同期点を
今回求めた同期点ｓｎ

Ｋ２とし、│Ｌ－ΔＴ２│≦Ｘ２でない時は、ｓｎ
Ｋ２＝Ｌ＋ｓｎ

－１
Ｋ２を同期点とするか、又は、再送要求処理部へ再送処理開始の信号を送る。値Ｘ２

は、同期シンボルのシンボル長をＬｓとして、前記ピーク値の各位値を中心に±Ｌｓ以上
の範囲とし、シンボルレートＴと、マルチチャンネル適応等化器で等化の対象とされるシ
ンボル数Ｊとの積Ｔ・Ｊ以下の値とする。
【００５０】
　前記同期点検出部では、検出された前記ピーク値を参照して同期点を求め、この同期点
をもとに制御信号を介して前記スイッチ手段をＯＮの状態にし、予め定められたデータシ
ンボルの系列長の時間を経過すると前記制御信号を介して前記スイッチ手段をＯＦＦの状
態にする。前記スイッチ手段がＯＮの状態になると、受信信号はＱＰＳＫ復調部へ伝送さ
れ、ＱＰＳＫシンボルデータが出力される。
【００５１】
　（２）（１）の水中通信システムにおいて、前記同期シンボルは、バーカー符号又はＭ
系列符号である。
【００５２】
　（３）（２）の水中通信システムにおいて、複数の前記受信チャンネルのそれぞれにお
いて前記ピーク値を検出し、前記各チャンネルの前記ピーク値が最も大きいチャンネルに
おける前記時間関数の、前記ピーク値の位置を同期点として検出して、前記同期点で全チ
ャンネルのフレーム同期をとる。
【００５３】
　（４）（２）の水中通信システムにおいて、複数の前記受信チャンネルのそれぞれにお
いて前記ピーク値を検出し、前記各チャンネルの前記時間関数のピーク値Ｐと、前記ピー
ク値の時間を含む一定時間範囲内における前記時間関数の平均値Ｍとの比Ｐ／Ｍを前記各
チャンネルについて求め、前記比Ｐ／Ｍの値が最も大きい前記チャンネルにおける前記時
間関数の、前記ピーク値Ｐの位置を同期点として検出して、前記同期点で全チャンネルの
フレーム同期をとる。
【００５４】
　（５）（２）の水中通信システムにおいて、連続する２つの前記送信データフレームに
おける前記同期点の時間間隔と、前記送信データフレームの送信間隔との差の絶対値が、
予め定められた値より大きい場合に、該当のデータフレームについて送信側に再送要求す
る。
【００５５】
　（６）（２）の水中通信システムにおいて、連続する２つの前記送信データフレームに
おける前記同期点の時間間隔と、前記送信データフレームの送信間隔との差の絶対値が、
予め定められた値より大きい場合に、一つ目の前記送信データフレームの同期点と前記送
信間隔から、二つ目の前記送信データフレームの同期点を決定してフレーム同期をとる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　マルチパス・フェージング環境でも、簡単な構成の同期方式により、安定した同期を実
現し、安定した通信が可能な水中通信方式及び水中通信システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の水中通信システムの実施例における受信側での信号処理を説明するブロ
ック図。
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【図２】本発明の実施例におけるデータフレームの構成を説明する図。
【図３】本発明の水中通信システムの他の実施例における受信側での信号処理を説明する
ブロック図。
【図４】本発明の他の実施例における同期点検出部の同期点決定方法を示すフローチャー
ト図。
【図５】本発明の他の実施例における同期点検出部の他の同期点決定方法を示すフローチ
ャート図。
【図６】本発明の実施例における実験用データフレームの構成を示す図。
【図７】本発明の実施例の相関演算部により得られる時間関数の実験結果を示す特性図。
【図８】本発明の実施例における同期点比較の実験結果を示す特性表を示す図。
【図９】従来技術における水中通信システムでの超音波の伝搬を説明する図。
【図１０】従来技術における水中通信システムでの実験用送波音圧の振幅スペクトル例を
示す図。
【図１１】従来技術における水中通信システムでの受信音圧の振幅スペクトル例を示す図
。
【符号の説明】
【００５８】
　１０…相関演算部、１１…バンドパスフィルタ、１２…直交検波部、１３Ａ…直交検波
後の同相成分、１３Ｂ…直交検波後の直交成分、１４Ａ、１４Ｂ…マッチドフィルタ、１
５Ａ、１５Ｂ…２乗計算部、１６Ａ…同相成分の自己相関結果、１６Ｂ…直交成分の自己
相関結果、１７…相関性を示す時間関数、２０、２１…同期点検出部、３０、３１…制御
信号、４０…スイッチ、５０…ＱＰＳＫ復調部、６０…マルチチャンネル適応等化器、７
０…水中局、７１…送波器、８０…水上局、８１…受波器、８２…無線アンテナ、１００
、１１１…データフレーム、１０１…同期シンボル系列、１０２…ＱＰＳＫシンボルデー
タ系列、１１０…実験用データフレーム、１１２…バーカー符号系列、１１３…データシ
ンボル系列。
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